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(57)【要約】
【課題】液晶パネル間の間隔を狭めることができる表示
装置を提供すること。
【解決手段】バックライトユニット（２０）によって表
示部（３０）が裏面から照射され、表示部（３０）に表
示された情報を視認可能な表示装置（１０）において、
バックライトユニット（２０）は、表示部（３０）の裏
面全体（３１ａ，３２ａ）を照射するよう１つ配置され
、表示部（３０）は、複数の液晶パネル（３１，３２）
からなる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バックライトユニットによって表示部が裏面から照射され、前記表示部に表示された情
報を視認可能な表示装置において、
　前記バックライトユニットは、前記表示部の裏面全体を照射するよう１つ配置され、
　前記表示部は、複数の液晶パネルからなることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記複数の液晶パネルのうち、少なくとも１つの液晶パネルには、透過する光量を低下
させる調光部が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の液晶パネルを備える表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　文字や図形等などの情報を表示する表示装置には、表示素子により情報を表示する表示
パネルを有するものもある。一部の表示装置には、表示パネルとして液晶パネルが採用さ
れる。液晶パネルを有する表示装置に関する従来技術として特許文献１に開示される技術
がある。
【０００３】
　図５（ａ）を参照する。図５（ａ）には、特許文献１の図２に開示された技術が符号を
振り直した状態で再掲されている。表示装置１００は、筐体１０１と、この筐体１０１に
内蔵される第１の表示体１１０及び第２の表示体１２０と、筐体１０１の内部に設けられ
る第３の表示体１３０と、第１の表示体１１０～第３の表示体１３０を保護し一部が透明
のカバー１０２と、からなる。
【０００４】
　第１の表示体１１０及び第２の表示体１２０は、いずれも液晶モジュールである。第１
の表示体１１０は、バックライトユニットを内蔵する第１のケース１１１と、一面がカバ
ー１０２に接着された第１の液晶パネル１１２と、からなる。第２の表示体１２０は、第
１の表示体１１０と同様の構成である。第３の表示体１３０は、回路基板１０３に取り付
けられたＬＥＤ１３１と、筐体１０１の一部に支持された第３の液晶パネル１３２と、か
らなる。
【０００５】
　仮にこのような表示装置１００をより小型の車両に搭載する場合には、一部の表示体を
廃して表示装置１００を小型化することが考えられる。
【０００６】
　図５（ｂ）を参照する。図５（ｂ）に示された表示装置２００は、図５（ａ）に示され
た表示装置１００に比べて、第３の表示体１３０を廃して第１の表示体１１０及び第２の
表示体１２０を近付けることにより、小型化された表示装置である。
【０００７】
　表示装置２００は、筐体２０１と、この筐体２０１に内蔵される第１の表示体１１０及
び第２の表示体１２０と、第１の表示体１１０及び第２の表示体１２０を保護し一部が透
明のカバー２０２と、からなる。
【０００８】
　図５（ｃ）を参照する。図５（ｃ）は、図５（ｂ）の５ｃ部拡大図である。第１のケー
ス１１１は、底部１１３の一端から上方に延びる側壁部１１４を有する。同様に、第２の
ケース１２１は、底部１２３の一端から上方に延びる側壁部１２４を有する。そのため、
第１の液晶パネル１１２と第２の液晶パネル１２２との間隔Ｄは、側壁部１１４の厚みα
と側壁部１２４の厚みβとの合計の寸法よりも狭めることができない。表示装置２００を
小型化するために、間隔Ｄをさらに狭めることができれば望ましい。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１５－５２７３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、液晶パネル間の間隔を狭めることができる表示装置の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１による発明によれば、バックライトユニットによって表示部が裏面から照射さ
れ、前記表示部に表示された情報を視認可能な表示装置において、
　前記バックライトユニットは、前記表示部の裏面全体を照射するよう１つ配置され、
　前記表示部は、複数の液晶パネルからなることを特徴とする表示装置が提供される。
【００１２】
　請求項２に記載のごとく、好ましくは、前記複数の液晶パネルのうち、少なくとも１つ
の液晶パネルには、透過する光量を低下させる調光部が設けられている。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に係る発明では、バックライトユニットは、情報を表示する表示部の裏面全体
を照射するよう１つ配置され、表示部は、複数の液晶パネルからなる。即ち、１つのバッ
クライトユニットが、複数の液晶パネルの裏面全体を照射する。そのため、バックライト
ユニットを収納するケースの側壁部は、液晶パネルと液晶パネルとの間でなく、液晶パネ
ル全体の縁に位置する。複数の液晶パネル間にケースの側壁部が位置しないため、液晶パ
ネル間の間隔を狭めることができる。結果、表示部全体の寸法を短くすることができるた
め、表示装置を小型化することができる。
【００１４】
　請求項２に係る発明では、複数の液晶パネルのうち、少なくとも１つの液晶パネルには
、透過する光量を低下させる調光部が設けられている。そのため、調光部が設けられた液
晶パネルは、輝度の調節が可能となる。例えば、表示部が、輝度の異なる液晶パネルを有
している場合、輝度の高い液晶パネルに調光部が設けられることにより、輝度を低下させ
ることができる。輝度の高い液晶パネルの輝度を低下させて、複数の液晶パネルの輝度を
揃えることができる。輝度を揃えることにより、表示部の統一感が高まり、表示装置の意
匠性が向上する。
【００１５】
　さらに、例えば、表示部が、輝度が同じ液晶パネルを有している場合、一部の液晶パネ
ルに調光部を設けて輝度を低下させることにより、他の液晶パネルの輝度を相対的に高め
て、他の液晶パネルに表示される情報を目立たせてもよい。
【００１６】
　以上より、バックライトユニットが１つであっても、液晶パネル毎に輝度の調節が可能
となり、設計の自由度が高まるともいえる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例１による表示装置の正面図である。
【図２】図１に示された表示装置の分解斜視図である。
【図３】図１の３（ａ）－３（ａ）線、３（ｂ）－３（ｂ）線断面図である。
【図４】本発明の実施例２による表示装置の断面図である。
【図５】従来技術を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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　本発明の実施の形態を添付図に基づいて以下に説明する。なお、説明中、左右とは車両
の乗員を基準として左右、前後とは車両の進行方向を基準として前後を指す。また、図中
Ｆｒは前、Ｒｒは後、Ｌは乗員から見て左、Ｒは乗員から見て右、Ｕｐは上、Ｄｎは下を
示している。
＜実施例１＞
【００１９】
　図１を参照する。図１には、本発明の実施例による表示装置１０が示されている。この
表示装置１０は、例えば、車両に搭載され、乗員は、表示装置１０に表示される各種情報
を取得できる。
【００２０】
　図２を併せて参照する。表示装置１０は、ケース１１と、このケース１１に収容される
バックライトユニット２０と、ケース１１の縁に取り付けられバックライトユニット２０
を抑える枠体１２と、２枚の液晶パネル３１，３２からなり情報を表示する表示部３０と
、表示部３０の一部に設けられる調光シート１３（調光部１３）と、枠体１２に支持され
ると共に表示部３０が固定される透光性のカバー４０と、カバー４０の縁に沿って取り付
けられ表示部３０に入射する外光を遮る傘部１４,１４と、からなる。
【００２１】
　表示部３０は、第１の液晶パネル３１と、この第１の液晶パネル３１の左方に配置され
る第２の液晶パネル３２とからなる。第１の液晶パネル３１は、例えば、ＴＦＴタイプの
パネルであり、ナビゲーション情報など様々な情報が表示される。第２の液晶パネル３２
は、例えば、第１の液晶パネル３１より安価なパッシブタイプのパネルであり、車速やエ
ンジン回転数等の数値が表示される。第２の液晶パネル３２単体の輝度は、第１の液晶パ
ネル３１単体の輝度よりも高い。
【００２２】
　図３（ａ）、図３（ｂ）を参照する。バックライトユニット２０は、第１の液晶パネル
３１の裏面３１ａ及び第２の液晶パネル３２の裏面３２ａを照射するよう１つ配置されて
いる。バックライトユニット２０は、光源２１を備えた回路基板２２と、この回路基板２
２が取り付けられる箱体５０と、箱体５０に固定され光源２１からの光を導く導光体６０
と、からなる。
【００２３】
　光源２１は、例えば、左右方向に並べられた複数のＬＥＤからなる。箱体５０は、例え
ば、白色のポリプロピレンからなり、導光体６０の一面６０ａが固定される矩形状の底部
５１と、この底部５１の縁に沿って設けられ導光体６０を囲む側壁部５２と、からなる。
側壁部５２は、左壁部５３、右壁部５４、上壁部５５、下壁部５６と、からなる。
【００２４】
　導光体６０は、例えば、透明のアクリル樹脂（PMM）からなり、表示部３０と略同じ大
きさ及び形状を呈する（図１参照）。導光体６０の下縁６１には、後方に向かって突出す
る突出部６２が形成されている。光源２１は、導光体６０の後方において、突出部６２に
沿って配置される（図３（ｂ）の表裏方向）。
【００２５】
　光源２１から前方に向かって照射された光は、導光体６０の突出部６２に入射し、導光
体６０内で反射し、導光体６０の他面６０ｂ全体から出射される。出射された光は、第１
の液晶パネル３１の裏面３１ａ及び第２の液晶パネル３２の裏面３２ａに入射する。
【００２６】
　第２の液晶パネル３２には、透過する光量を低下させる調光シート１３が設けられてい
る。この調光シート１３は、例えば、透過性のポリカーボネートシートからなり、両面テ
ープで第２の液晶パネル３２の裏面３２ａに貼り付けられている。調光シート１３は、裏
面３２ａに直接に印刷してもよい。調光シート１３は、第１の液晶パネル３１の輝度と第
２の液晶パネルの輝度が同一となるように、第２の液晶パネルを透過する光量（入射する
光量）を低下させる。
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【００２７】
　カバー４０は、表面４１に外光の反射抑制加工が施されると共に、裏面４２に遮光層４
３が設けられた基板４４である。この基板４４は、例えば、無機ガラスや、アクリル、ポ
リカーボネート樹脂からなる。基板４４は、透明、又は、透光性を備えたスモーク、青、
赤、黄等の任意の色でも良い。
【００２８】
　遮光層４３は、例えば、シルク印刷、オフセット印刷、塗装等により、黒色等の色が着
色されて構成される。遮光層４３は、第１の液晶パネル３１又は第２の液晶パネル３２の
縁から光が漏れるのを防ぎ、かつ、第１の液晶パネル３１と第２の液晶パネル３２との境
界をぼやかす。
【００２９】
　第１の液晶パネル３１及び第２の液晶パネル３２は、それぞれ、透光性の樹脂（OCA）
によりカバー４０の裏面４２に接着されている。この樹脂の屈折率は、基板４４の屈折率
と同等である。カバー４０と、表示部３０（第１の液晶パネル,第２の液晶パネル）との
間の隙間がなくなるため、表示部３０の輝度の低下を抑制できる。
【００３０】
　なお、第１の液晶パネル３１及び第２の液晶パネル３２は、例えば、バックライトユニ
ット２０の箱体５０に支持されてもよい。
【００３１】
　次に、本発明の効果を説明する。
【００３２】
　図３（ａ）を参照する。バックライトユニット２０は、表示部３０の裏面全体を照射す
るよう１つ配置される。詳細には、１つの導光体６０が、第１の液晶パネル３１の裏面３
１ａ及び第２の液晶パネル３２の裏面３２ａを照射する。そのため、導光体６０が固定さ
れる箱体５０も１つ設けられる。箱体５０の側壁部５２は、第１の液晶パネル３１と第２
の液晶パネル３２との間に位置しない。第１の液晶パネル３１と第２の液晶パネル３２と
の間隔を狭めることができ、表示部３０の左右方向の寸法を短くすることができる。結果
、表示装置１０を小型化することができる。
【００３３】
　加えて、第２の液晶パネル３２には、透過する光量を低下させる調光シート１３が設け
られている。この調光シート１３は、第１の液晶パネル３１の輝度と第２の液晶パネル３
２の輝度が同一となるように、透過する光量を低下させる。第２の液晶パネル３１の輝度
を第１の液晶パネル３２の輝度を揃えることにより、２枚の液晶パネル３１,３２からな
る表示部３０の一体感が高まり、表示装置１０の意匠性が向上する。即ち、乗員から見た
場合に、両液晶パネル３１，３２の明るさを同程度とすることにより、高い意匠性を得る
ことが出来る。
【００３４】
　なお、第１の液晶パネル３１単体の輝度と第２の液晶パネル３２単体の輝度が同じ場合
、一方の液晶パネルに調光シート１３を設けて輝度を低下させることにより、他方の液晶
パネルの輝度を相対的に高めてもよい。他方の液晶パネルに表示される情報を目立たせる
ことができる。
【００３５】
　以上より、バックライトユニット２０が１つであっても、液晶パネル毎に輝度の調節が
可能となり、設計の自由度が高まるともいえる。
【００３６】
　さらに、表示部３０を構成する液晶パネルの数は、３枚以上でもよい。調光シート１３
は、それぞれ調光の度合いが異なるシートをすべての液晶パネルに設けても良い。
　＜実施例２＞
【００３７】
　次に、本発明の実施例２について説明する。実施例２では、箱体５０Ａ、導光体６０Ａ
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、符号を流用すると共に説明を省略する。
【００３８】
　導光体６０Ａは、略平板形状を呈する。ただし、導光体６０Ａの下縁６１Ａは、後方に
向かって突出していない。光源２１Ａは、導光体６０Ａの下縁６１Ａよりも下方において
、下縁６１Ａに沿って配置されている（図４表裏方向）。光源２１Ａは、上方に向かって
光を出射する。
【００３９】
　表示装置１０Ａにおいても、本発明所定の効果を得ることができる。さらに、表示装置
１０Ａによれば、上記の構成により、以下の特有の効果を得ることができる。
【００４０】
　光源２１Ａは、導光体６０Ａの下縁６１Ａよりも下方において、下縁６１Ａに沿って配
置されている（図４表裏方向）。即ち、導光体６０Ａと光源２１とは、前後方向に重なっ
ていない。そのため、箱体５０Ａの側壁部５２Ａの寸法Ｗを短くすることができ、表示装
置１０Ａを小型化することができる。
【００４１】
　なお、回路基板とは別個に、光源用の回路基板を設けて、箱体に取り付けても良い。回
路基板と光源用の回路基板は、可撓性の基板により接続する。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明の表示装置は、車両に搭載するのに好適である。
【符号の説明】
【００４３】
１０…表示装置
１３…調光シート
２０…バックライトユニット
２１…光源
３０…表示部
３１…第１の液晶パネル
３２…第２の液晶パネル
５０…箱体
５１…底部
５２…側壁部
６０…導光体
６１…下縁
６２…突出部
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